
昭和 56年 5月 31日以前に着工された住宅ですか?
①はい ②いいえ

お住まいの住宅の構造は?
① 木造 ②木造以タト(非木造)

住宅の階数は2階以下です

か?

無料耐震診断の対象
ただし、

プレハブ、ツーバイフォー、混構造 (一部鉄骨等)は除く

市の無料耐震診断の時靖こはお電覇活きたは燿剛コにて
(各出張所でも申込みできます)

熊本地震から約 1年が経ちました。阪神・淡路大震災と同様に昭和 56年 5月 以前の木造住宅に

被害が集中しています。まずは今お住まいの住宅の耐震性について知る事が大切です。
お住まいの住宅が無料耐震診断の対象となるかチェックしてみましょう。

赳
無料耐薔 多断を受けた後、結果により市 の 補 助 制 度 が 利 用 できます !

① 耐震改修費補助 上限90万円

② 簡易耐震改修費補助 上限30万円

③ 解体費補助 上限20万円

④ 耐震シェルター設置費補助    上限25万円

⑤ 防災ベッド設置費補助      上限15万円

【相談・申込み窓□】〒491-8501 一宮市本町2丁目5-6 本庁舎7階
―宮市まちづ<り部 住 宅 政 策 課

話(0586)85-7010(直通) 電話 28-86ZИ

回 覧



無料耐震診断の判定値によつて5つの 補 助 制 度 を設けています。

《判定値 とは》

各階、各方向について、保有する耐力が必要耐力の何倍あるかのことで、各値の最も小さい数値
が建物の判定値となります。

判定値

1.5以上 倒壊 しない

1.0以上 1.5未満 一応倒壊 しない

0,7以上 1.0未満 任l壊する可能性がある

0.7未満 任1壊する可能性が高い

※震度6強から震度 7ク ラスの大規模な地震に対して倒壊の可能性を判定します。

【相談 0申込み窓□】〒491-8501-宮市本町 2丁目5-6 本庁舎 75LE

一宮市まちづ<り部 住 宅 政 策 課

電話 (0586)85-7010(直通)

※3月 31日 (金)までの担当課は建築指導課  電話 28-8644

『空き家の適正な管理は、所有者や管理者の責務です !』

空き家を含む全ての建築物は、所有者や管理者が自らの責任において管理すべきものです。しかしなが

ら、近年、管理が不十分な空き家が増えています。

平成 27年 5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、老朽化等で隣接地など危

険が及ぶ場合や景観や衛生、生活環境を損なつているなどの問題のある空き家 (特定空家等)の所有者に

対して、地域の生活環境の保全を図るために、市町村が立入調査及び指導、勧告、命令、行政代執行の措

置ができるように定められました。

勧告を受けると税金軽減措置の対象外となり、固定資産税等の優遇が受けられな<
なりますので、空き家をお持ちの方は適正な管理に努めて<ださい。

種  類 イ牛条

耐震改修費補助

(上限90万円)

判定値 1.O未 満と診断された住宅を判定値 1.〇以上とし、

かつ、 1.O未 満と診断された階別方向眉」上部構造評点の最も

低い数値に〇.3を 加算 した数値以上とする耐震改修

簡易耐震改修費補助

(上限30万円)

判定値〇.7未満と診断された住宅を、判定値〇.7以上 1.

○未満にする耐震改修

解体費補助

(上限20万円)

判定値が〇.7未満と診断された延べ床面積 30ぶ以上の住宅

1棟全てを解体し、建設工事に係る資材の再資源化に関する法

律に基づき、適正な分別解体、再資源イヒ等を実施するもの

耐震シェルター設置費補助

(上限25万円)
判定値が〇.7未満と診断された住宅

防災ベ ッド設置費補助

(上限15万円)

注意)全ての補助につιlて、契約及び着手前に申請が必要酎 J


